
児童虐待の防止

「 児童虐待」と は、保護者が子ども に対し て心身を 傷つけ、健やかな成長・ 発達を 損なう 行為を いいます。

ひと り で悩まず、まず相談し てく ださ い

▶  こ ども 家庭支援センタ ー 

☎8 0 8 -2 6 6 5　 ☎（ 代表）2 2 4-11 1 1

▶  児童相談所全国共通ダイ ヤル 

☎1 8 9（ いちはやく ）

緊急の場合には、警察（ 1 10 番）へ連絡を！

※ 家庭内における 児童についての悩みごと につい

ては、下記（ 家庭こ ども 相談）へご相談く ださ い。

▶  家庭こ ども 相談室　 ☎2 1 6 -1 2 6 2 ，2 1 6 -1 2 6 3

▶  谷山子育て支援課　 ☎2 6 9 -8 4 60

電話相談　 8： 3 0 ～1 7： 1 5  

窓口相談　 8： 4 5 ～1 6： 3 0

　「 し つけ」であっ ても 、子ども の身体に苦痛、

不快感を与える行為は体罰と さ れ、どんなに軽

い体罰でも 法律で禁止さ れています。

「 し つけ」であっ ても 体罰は禁止です！

▶  注意し ても 聞かないので、頬を 叩く 。

▶  いたずら をし たので長時間正座をさ せる。

▶  宿題をし なかっ たのでご飯を 与えない。

こ んなこ と し ていませんか。

▶  あなたのま わり で「 虐待かな？」と 思う こ と

があっ たら 、すぐ に市の窓口など に連絡（ 通

告）し てく ださ い。
▶  通告は子ども を 守るためのも のです。虐待か

どう かの判断は、県中央児童相談所や市で行

いますので、迷わず連絡し てく ださ い。
▶  お住まいの地区の民生委員児童委員や主任

児童委員を通じ て通告も でき ます。
▶  通告し た人の秘密は守ら れます。

「 虐待を受けたと 思われる 子ども 」を 見つけたと き は

▶  子育てのすべてを 抱え込んでし ま っ ている

と き や、子育てについて孤独感を 感じ ている

と き は、相談窓口に相談し てく ださ い。

▶  来所でも 電話でも 相談でき ます。

▶  より 適切な窓口を紹介するこ と も でき ます。

あなたが子育てに悩んでいたら

児童虐待を 防止するためには、まず相談を ！

身体的虐待

殴る 、蹴る 、叩く 、投げ

落と す、激し く 揺さ ぶ

る 、やけどを 負わせる 、

溺れさ せるなど

ネグレ ク ト

家に閉じ 込める、食事を与

え な い 、ひど く 不潔にす

る 、自動車の中に 放置す

る、重い病気になっ ても 病

院に連れて行かないなど

性的虐待

子ど も への性的行為、

性器や性交を 見せる 、

ポルノ グラ フ ィ の被写

体にする など

心理的虐待

言葉によ る脅し 、無視、兄

弟姉妹間で の差別的扱

い、子ど も の面前で 配偶

者やその他の家族などに

対し 暴力を振るう など

児童虐待の種類

児童虐待防止と ヤン グケア ラ ー支援

く わし く はこ ちら から

「 夢すく すく ねっ と 」

担当課・ 問い合わせ先

こ ども 家庭支援センタ ー ☎808-2 665

　 ヤングケアラ ーと は、家族の介護その他の日

常生活上の世話を 過度に行っ ている と 認めら

れる子ども・ 若者と さ れています。自分が、ある

いは周り の人がヤン グケアラ ーかも し れない

と 気付いたと き は、気軽に相談し てく ださ い。

気づいていますか、ヤングケアラ ー

ヤングケアラ ーの支援

ヤングケアラ ー相談 ☎8 07-030 6

8 48 4
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